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へ
郵
送
、持
参
、電
子
メ
ー
ル

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
環
境
保
全
課
）

●
「
早
寝
・
早
起
き
・
朝
ご
は
ん
」
で
生
活
の
リ
ズ
ム
を
整
え
ま
し
ょ
う　
生

活
習
慣
は
、
子
ど
も
の
学
力･

体
力･

気
力
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
特

に
、
脳
と
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
る
朝
食
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
「
い
か
の
お
す
し
」
を
合
い
言
葉
に
！　
不
審
者
に
出
合
っ
た
と
き
、〝
い
か
な

い
・
の
ら
な
い
・
お
お
声
を
出
す
・
す
ぐ
に
逃
げ
る
・
し
ら
せ
る
〞
を
合
い
言

葉
に
、
危
険
か
ら
身
を
守
る
力
を
育
て
ま
し
ょ
う
。

●
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
情
報
通
信
機
器
の
正
し
い
使
い
方
を　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や

ツ
イ
ッ
タ
ー
、
投
稿
サ
イ
ト
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
子
ど
も
た
ち
の
間
で
も
増
え

て
い
ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

通
信
型
ゲ
ー
ム
機
に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
か
け
、使
い
方
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

●
愛
の
一
声
を　
子
ど
も
の
小
さ
な
変
化
を
見
逃
さ
ず
、気
に
な
る
こ
と
は「
ど

う
し
た
の
？
」
と
優
し
く
声
を
掛
け
ま
し
ょ
う
。
よ
い
行
い
は
、
そ
の
場
で
褒

め
る
の
が
一
番
で
す
。

●
ダ
メ
な
も
の
は
ダ
メ
！　
未
成
年
の
飲
酒
や
喫
煙
は
、非
行
の
第
一
歩
で
す
。

「
ダ
メ
な
も
の
は
ダ
メ
！
」
の
一
言
が
、
子
ど
も
を
非
行
か
ら
救
い
ま
す
。
酒

や
タ
バ
コ
の
害
な
ど
に
つ
い
て
、
子
ど
も
た
ち
は
知
識
と
判
断
力
が
不
十
分
で

す
。
話
し
合
う
機
会
を
持
ち
、
誘
惑
に
負
け
な
い
強
い
心
を
育
て
ま
し
ょ
う
。

●
夜
間
の
外
出
は
控
え
ま
し
ょ
う　
大
型
店
舗
や
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
、

夜
間
、
中
学
生
・
高
校
生
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
犯
罪
の
被
害
者
・
加
害

者
に
な
る
危
険
が
高
ま
り
ま
す
。
不
要
な
夜
間
の
外
出
は
控
え
ま
し
ょ
う
。

●
青
少
年
相
談
の
ご
利
用
を　
青
少
年
の
非
行
や
怠
学
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
助
言
・
指
導
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
ま
す
。

①
電
話
相
談　
②
来
所
相
談
（
要
予
約
）　
※
受
付
時
間
は
い
ず
れ
も
月
曜
〜

金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
午
前
９
時
〜
午
後
４
時　
【
連
絡
先
】
青
少
年
セ
ン

タ
ー
／
大
和
田
１
３
８
―
２
教
育
委
員
会
庁
舎
内
（
４
８
３
）２
８
４
２　

■
源
右
衛
門
祭　
直
径
２
メ
ー
ト
ル
の
大
鍋「
源
右
衛
門
鍋
」で
と
ん
汁
の
ほ
か
、

「
ニ
ッ
ポ
ン
全
国
鍋
合
戦
」で
３
年
連
続
準
優
勝
し
た
炙あ

ぶ
り
チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
バ
ー

ジ
ョ
ン
と
ん
汁
も
作
り
ま
す
。
市
内
中
学
校
の
吹
奏
楽
部
に
よ
る
演
奏
、
和
太

鼓
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
▼
日
時　
４
月
５
日
㈯・６
日
㈰
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
。小
雨
決
行
。荒
天

時
は
中
止　
▼
場
所　
総
合
運
動
公
園
多
目
的
広
場　
▼
問
い
合
わ
せ　
八
千

代
商
工
会
議
所
内
・
源
右
衛
門
祭
実
行
委
員
会
事
務
局
（
４
８
３
）１
７
７
１

■
新
川
一
斉
清
掃　
印
旛
沼
の
水
質
を
守
る
た
め
、
新
川
周
辺
で
の
清
掃
活
動

を
行
い
ま
す
。
動
き
や
す
い
服
装
で
、
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
▼
日
時　
４
月
５
日
㈯
午
前
10
時
〜
11
時
30
分
（
午
前
９
時
30
分
か
ら
受
け

付
け
）。小
雨
決
行
。荒
天
時
は
中
止　
▼
場
所　
総
合
運
動
公
園
多
目
的
広
場

▼
問
い
合
わ
せ　
環
境
保
全
課
（
４
８
３
）１
１
５
１

春
休
み
を
健
康
で
安
全
に
過
ご
す
た
め
に

源
右
衛
門
祭
と
新
川
一
斉
清
掃

　消費税率が５パーセントから８パーセントに
なることにより、条例で定められている市の料
金や使用料などが４月１日から変更になります。
詳しくは、各担当課 483-1151（市役所代表）
にお問い合わせください。

水道料金・下水道使用料
　表１・表２の額に変更になります。
　水道料金及び下水道使用料については，改定
日（４月１日）前から継続して使用している場
合、改定日後１回目の請求分は旧税率の５パー
セントとなります。２回目以降は８パーセント
となり、表１・表２の額が適用されます。
【４月１日から下水道使用料に延滞金制度を新設】
　４月１日から、下水道使用料の延滞金の制度

が新設されます。４月１日以降に請求した下水
道使用料を、納期限経過後に納付した場合、期
間によって延滞金がかかます。（給排水相談課）

市営霊園の管理料と使用料
　次の額に変更になります。
■芝生墓地管理料（税込）
　・市内の人（１区画／年）　5,180円
　・市外の人（１区画／年）　6,220円
■合葬式墓地使用料（税込）
　・１体用（１区画）　10万8,000円
　・２体用（１区画）　21万6,000円
■合葬式墓地の延長に係る使用料（税込）
　・１体用（１区画／年）　　  5,400円
　・２体用（１区画／年）　１万  800円

（健康福祉課）

道路占用料
　期間が１月未満の場合、表３で計算した額に
消費税８パーセントを加えたものになります。

行政財産の目的外使用料
　庁舎内への自動販売機やＡＴＭの設置などの
行政財産（建物）の使用料相当額に、消費税８
パーセントを加わえたものになります。（管財課）

事業所などのし尿・廃棄物処理手数料
　事業所等(一般家庭分を除く)従量制による手
数料は、下記で計算した額に消費税８パーセン
トを加えたものになります。　　　　　　　　
■事業所や店舗などにおける、し尿汲取分（税抜）
収集量10リットルにつき60円
■仮設便所における、し尿汲取分（税抜）　収集
量10リットルにつき100円
■し尿浄化槽汚泥の搬入に伴う従量制（税抜）
収集量100リットルにつき110円
■上記以外の一般廃棄物（事業系一般廃棄物）を

●表３　道路占用料（税抜）

●表１　水道料金算定表（税込）

●表２　下水道使用料算定表（税込）

（土木管理課）

基　本　料　金 従　　量　　料　　金
メータの口径 料金 種別 用    途 使用水量 料金(１㎥につき)

13㎜　   529円 20銭

専 
用

一 
般 
用

  1㎥～ 10㎥ 43円 20銭
20㎜　 1,479円 60銭  11㎥～ 20㎥ 81円    
25㎜　 2,505円 60銭  21㎥～ 30㎥ 156円 60銭
30㎜　  3,888円      31㎥～ 50㎥ 259円 20銭
40㎜　  7,992円      51㎥～ 100㎥ 313円 20銭
50㎜　  1万3,716円 101㎥以上 378円    
75㎜　  3万6,504円 行政財産用 1㎥につき 118円 80銭

100㎜　  7万4,088円     浴場営業用 1㎥につき 43円 20銭
150㎜　 19万9,800円 共用 1㎥につき 43円 20銭
200㎜　 41万3,640円 工事及び臨時用 1㎥につき 378円    

料金

用途
基本料金

従量料金
排除汚水量 料金(１㎥につき)

一般用 577円80銭

  1㎥～ 10㎥ 32円40銭
 11㎥～ 20㎥ 103円68銭
 21㎥～ 30㎥ 133円92銭
 31㎥～ 50㎥ 187円92銭
 51㎥～ 100㎥ 257円 4銭
101㎥以上 336円96銭

浴場営業用 1㎥につき 12円96銭

占用物件 単位 金額
電柱類 1本につき1年 1,700円
電話柱類 1本につき1年 620円
変圧塔その他これに類す
るもの及び公衆電話所 1個につき1年 2,200円

広告塔 表示面積1㎡
につき1年 8,500円

水道管、下
水道管、ガ
ス管、電線
その他これ
らに類する
物件

外径10cm
未満

長さ1ｍにつ
き1年

120円

外径10cm～
30cm未満 360円

外径30cm
以上 630円

歩廊、雪よけその他こ
れらに類する施設 占用面積1㎡

につき1年
2,200円

上空又は地下に設ける通路 4,300円
看板類(アーチであるも
のを除く。)

表示面積1㎡
につき1年 5,300円

自動車停留所標識 1本につき1年 1,400円

アーチ
車道を横断す
るもの 1基につき1月

5,900円

その他のもの 3,000円
工事用施設、工事用材
料置場

占用面積1㎡
につき　1月 850円

上記に該当しないその
他のもの

1㎡または１基
につき　1月 180円

市の料金・使用料などが変わります
消費税の税率引き上げにより

４月１
日

から


